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危険ドラッグの成分３物質を新たに指定薬物

に指定

～指定薬物等を定める省令を公布しました～

厚生労働省は、本日付けで危険ドラッグに含まれる別紙の３物質を新たに「指定薬物」（※１）として指定する省令（※２）を

公布し、令和８年１月31日に施行することとしましたので、お知らせします。

新たに指定された３物質は、１月20日の薬事審議会指定薬物部会において、指定薬物とすることが適当とされた物質であ

るため、早急に指定（※３）を行うこととなります。

施行後は、これらの物質とこれらの物質を含む製品について、医療等の用途以外の目的での製造、輸入、販売、所持、使

用等が禁止されます。

　なお、これらの物質は海外でも流通している物質であり、厚生労働省は危険ドラッグが海外から輸入され、乱用されること

のないよう水際（輸入）対策を強化していく方針です。

また、今後、インターネットによる販売も含め、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基

づく無承認無許可医薬品としての指導取締りも強化していく方針です。

危険ドラッグについては、事業者の皆様には、販売、購入、輸入等をしないよう強く警告いたします。

※１ 厚生労働大臣は、中枢神経系への作用を有する蓋然性が高く、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が

発生するおそれのある物を「指定薬物」として指定する（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に

関する法律第２条第15項）。指定薬物は、製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止されている（罰則：３年以下の拘禁

刑または300万円以下の罰金。業としての場合は５年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金）。

※２ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同

法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令（令和８年厚生労働省令第５号）



※３ 部会において指定薬物とすることが適当とされた物質については、使用による健康被害等を防止するため、パブリック

コメントの手続きを省略し、指定薬物として早急に指定することとしている。

別紙（PDF）［64KB］

PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無

料で配布されていますので、こちらからダウンロードしてください。

https://get.adobe.com/jp/reader/
https://www.mhlw.go.jp/content/11126000/001634529.pdf


 

（別紙） 
 

 

新たに指定された指定薬物の名称 

 

 

［物質１］省令名：２－（４－イソプロポキシベンジル）－５－ニトロ－１－［２

－（ピロリジン－１－イル）エチル］ベンズイミダゾール 

 

  通称等：N-Pyrrolidino isotonitazene、Isotonitazepyne 

          

［物質２］省令名：１－（２－ジエチルアミノ）エチル－２－（２，３－ジヒド

ロベンゾフラン－５－イル）メチル－５－ニトロベンズイミ

ダゾール 

 

通称等：Ethyleneoxynitazene、Tetrahydrofuranitazene 

 

［物質３］省令名：Ｎ－シクロプロピル－４－ヒドロキシ－Ｎ－メチルトリプタ

ミン 

 

  通称等：4HO-McPT、4OH-McPT、4-hydroxy McPT 

 

 


